
令和５年度第１回鴨川市介護保険運営協議会

日時 令和５年 11 月１日（水）

午後１時 30 分～

場所 鴨川市総合保健福祉会館

２階研修室

（委嘱状交付） 司会進行：笠井課長補佐

１．開 会

２．あいさつ 長谷川孝夫 市長

３．会長、副会長の選出

４．議 件

（1）鴨川市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（第８期）の進捗状況につい

て 【資料 1】

① 介護保険事業の推移について （説明：石井和美 介護保険係長）

② 介護予防事業について （説明：尾形正一郎 保健予防係長）

③ 高齢者福祉サービスについて （説明：久保正治 地域ささえあい係長）

④ 福祉総合相談センター事業について （説明：平川健司 福祉総合相談センター）

（2）地域密着型サービス事業所等の指定について 【資料 2】

（説明：石井和美 介護保険係長）

（3）次期計画(令和６年度～令和８年度)の概要について【資料 3】
（説明：角田 守 健康推進課長）

（4）介護保険料(令和６年度～令和８年度)の設定について【資料 4】
（説明：石井和美 介護保険係長）

５．その他

６．閉 会



　　鴨川市介護保険運営協議会委員名簿

種  別 氏  名 所  属 鴨川市附属機関設置条例 備考

有識者 谷地　睦子 　1号被保険者 （１）住民を代表する者 新規

酒井　龍一 　1号被保険者 （２）被保険者を代表する者 　

宗政　智子 　2号被保険者 （２）被保険者を代表する者

橋本　理恵 　鴨川市ケアマネジャー連絡協議会
（３）介護保険に係るサービス事
業の関係者

新規

海老原　正明
　施設サービス事業者
　医療法人社団宏和会　
　エビハラ病院

（３）介護保険に係るサービス事
業の関係者

新規

保健医
療関係

金井　重人 　安房医師会
（４）保健医療及び社会福祉の関
係者

福祉関係 寺尾　勝彦 　鴨川市民生委員・児童委員協議会
（４）保健医療及び社会福祉の関
係者

新規

任期：令和５年10月29日から令和８年10月28日まで

鴨川市附属機関設置条例

　市長の諮問に応じ、介護保険法第117条に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法第20条の８に規定する老人福祉計画策定又は変
更並びに介護保険サービス等に関すること、地域包括支援センターの運営に関すること並びに地域密着型サービスの指定等に関するこ
とについて調査審議を行うこと。

被保険
者代表

介護保険事
業者関係



資 料 １－１

Ｒ５．11．１

令和５年度高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

の進捗状況について

【資料１－１】

①介護保険事業の推移について(P１～P8)

②介護予防事業について(P9～P12)

③高齢者福祉サービスについて(P13～P15)



①介護保険事業の推移について
１.被保険者数の推移

単位：人

平成26年３月

平成27年3月

平成28年３月

平成29年３月

平成30年３月

平成31年３月

令和２年３月

令和３年３月

令和４年３月

令和５年３月

（区分別割合）

平成26年3月との比較

＊認定者数の折れ線は次頁の合計数を反映したもの

６５歳以上（第1号被保険者）

65歳～74歳 75歳以上 小計

48 5,622 6,366 11,988 12,036 

44 5,806 6,415 12,221 12,265 

49 5,919 6,463 12,382 12,431 

54 5,872 6,583 12,455 12,509 

43 5,842 6,614 12,456 12,499 

38 5,710 6,715 12,425 12,463 

36 5,675 6,745 12,420 12,456 

37 5,721 6,651 12,372 12,409 

44 5,525 6,723 12,248 12,292 

45 5,189 6,893 12,082 12,127 

0.4% 42.8% 56.8% 99.6% 100.0%

93.8% 92.3% 108.3% 100.8% 100.8%

区　　分
40～64歳

（2号被保険者）
合計
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２.要介護(要支援)認定者数の推移

単位：人

区　　分 要支援１ 要支援２ 要支援計 経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護計 合計

平成26年３月 167 274 441 477 422 325 312 230 1,766 2,207 

平成27年3月 176 272 448 544 414 336 322 218 1,834 2,282 

平成28年３月 207 271 478 523 440 364 309 204 1,840 2,318 

平成29年３月 193 317 510 525 449 393 311 207 1,885 2,395 

平成30年３月 202 343 545 498 471 411 298 213 1,891 2,436 

平成31年３月 201 314 515 501 486 393 328 208 1,916 2,431 

令和２年３月 185 334 519 498 489 375 344 189 1,895 2,414 

令和３年３月 203 358 561 490 471 390 363 198 1,912 2,473 

令和４年３月 229 337 566 473 475 378 352 190 1,868 2,434 

令和５年３月 212 354 566 460 501 387 342 184 1,874 2,440 

（介護度別割合） 8.7% 14.5% 23.2% 18.9% 20.5% 15.9% 14.0% 7.5% 76.8% 100%

令和4年3月との比較 92.6% 105.0% 100.0% 97.3% 105.5% 102.4% 97.2% 96.8% 100.3% 100.2%

Ｒ５計画値 196 328 524 493 488 390 352 204 1,927 2,451 
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要介護４ 要介護５
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３.要介護（要支援）認定者のサービス別利用者数

（令和5年8月） 単位：人

区　　　分 要支援１ 要支援２ 要支援計 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護計 合計

要介護・要支援認定者数 218 333 551 483 480 384 371 208 1,926 2,477 

居宅介護（介護予防）サービ
ス利用者数

107 228 335 345 384 223 138 68 1,158 1,493 

地域密着型（介護予防）
サービス利用者数

0 0 0 59 74 77 42 23 275 275 

施設介護サービス利用者数 15 36 125 190 102 468 468 

合　　　計 107 228 335 419 494 425 370 193 1,901 2,236 

要介護（要支援）認定者に対す
る割合

49.1% 68.5% 60.8% 86.7% 102.9% 110.7% 99.7% 92.8% 98.7% 90.3%

●居宅介護（介護予防）サービス利用者数

●地域密着型（介護予防）サービス利用者数

●施設介護サービス利用者数

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

7.2％
25.7％

4.6％
14.9％23.1％15.3％ 9.2％

8.4％

21.8％
7.7％

15.3％

3.2％
26.7％ 40.6％

28.0.％26.9％21.5％
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4.保険給付費について

ア　年度別の保険給付費

区　　分 対前年度伸率 対H24年度伸率
計画値に

対する割合

平成25年度 3,509,335,556 円 3,531,328,922 円 99.4%

平成26年度 3,660,667,680 円 104.3% 104.3% 3,876,257,786 円 94.4%

平成27年度 3,678,340,197 円 100.5% 104.8% 3,930,571,534 円 93.6%

平成28年度 3,664,406,017 円 99.6% 104.4% 4,234,853,337 円 86.5%

平成29年度 3,835,527,827 円 104.7% 109.3% 4,567,161,075 円 84.0%

平成30年度 3,872,281,811 円 101.0% 110.3% 4,092,606,000 円 94.6%

令和元年度 3,971,910,279 円 102.6% 113.2% 4,177,996,000 円 95.1%

令和２年度 4,082,703,111 円 102.8% 116.3% 4,361,673,000 円 93.6%

令和３年度 4,060,343,228 円 99.5% 115.7% 4,052,053,000 円 100.2%

令和４年度 3,951,424,287 円 97.3% 112.6% 4,083,544,000 円 96.8%

令和５年度（計画値） 4,126,363,000 円

保険給付費実績 計画値
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イ　令和４年度保険給付費実績内訳

サービスの種類

（1）居宅介護サービス給付費等 1,860,480,360 円

（2）地域密着型サービス費 511,994,903 円

（3）施設介護サービス費 1,578,949,024 円

合   計 3,951,424,287 円

(令和４年度計画値 4,083,544,000 円)

(計画値に対する割合 96.8% )

（1）居宅介護サービス給付費等実績内訳

サービスの種類

訪問介護 330,400,417 円

訪問入浴介護 27,808,931 円

訪問看護 79,589,312 円

訪問リハビリテーション 17,847,361 円

通所介護 191,575,455 円

通所リハビリテーション 259,758,740 円

福祉用具貸与 119,012,295 円

ショートステイ 131,120,769 円 ## ## ## ## ## ##

居宅療養管理指導 19,312,947 円 ## ## ## ## ## ## ##

特定施設入居者生活介護 112,127,079 円

サービス計画給付費 193,268,461 円

福祉用具購入、住宅改修費 14,371,907 円

特定入所者介護サービス費 127,626,563 円

高額介護、合算サービス費 97,103,989 円

審査支払手数料　ほか 139,556,134 円

合　　　計 1,860,480,360 円

(令和４年度計画値 1,822,024,000 円)

(計画値に対する割合 102.1% )

金額

金額

（1）居宅介護
サービス給付

費等
47.1%

（2）地域密着
型サービス費

13.0%

（3）施設介護
サービス費

40.0%

令和４年度保険給付費実績内訳
（サービス種類別）

訪問介護
17.8%

訪問入浴介護
1.5%

訪問看護
4.3%訪問リハビリテーション
1.0%

通所介護
10.3%

通所リハビリテーション
14.0%福祉用具貸与

6.4%

ショートステイ
7.0%

居宅療養管理指導
1.0%

特定施設入居者生活介護
6.0%

サービス計画給付費
10.4%

福祉用具購入、住宅改修費
0.8%

特定入所者介護サービス費
6.9%

高額介護、合算サービス費
5.2%

審査支払手数料　ほか
7.5%

令和４年度居宅介護サービス等実績内訳

3,951,424,287円

1,860,480,360円

- ５ -



サービスの種類 割合

 認知症対応型共同生活介護 203,791,712 円 39.8%

 地域密着型介護老人福祉施設 62,946,294 円 12.3%

 認知症対応型通所介護 48,346,457 円 9.4%

 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 770,826 円 0.2%

 看護小規模多機能型居宅介護 27,735,354 円 5.4%

 地域密着型通所介護 168,404,260 円 32.9%

合  　 計 511,994,903 円 100%

(令和４年度計画値 575,071,000 円)

(計画値に対する割合 89.0% )

サービスの種類 割合

 介護老人福祉施設サービス 775,473,075 円 49.6%

 介護老人保健施設サービス 375,918,259 円 24.0%

 介護療養型医療施設サービス 260,593,354 円 16.7%

 介護医療院サービス 152,206,970 円 9.7%

合  　 計 1,564,191,658 円 100%

(令和４年度計画値 1,686,449,000 円)

(計画値に対する割合 92.8% )

（2）地域密着型サービス費実績内訳

金額

（3）施設介護サービス給付費実績内訳

金額

認知症対応型
共同生活介護

39.8%

地域密着型
老人福祉施設

12.3%
認知症対応型

通所介護
9.4%

 定期巡回・臨時対応
型

訪問介護看護
0.2%

看護小規模
多機能型居宅介護

5.4%

地域密着型
通所介護

32.9%

令和４年度地域密着型サービス費実績内訳

 介護老人福祉施設

サービス

49.6%

 介護老人保健施設

サービス

24.0%

 介護療養型医療
施設サービス

16.7%

 介護医療院
サービス

9.7%

令和４年度施設介護サービス給付費内訳

511,994,903円

1,564,191,658円
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ウ　令和5年度　月別保険給付費

区分 (審査月) 対前月伸率
対令和5年
4月伸率

令和5年4月 155,048,027 円 42,694,971 円 129,941,469 円 327,684,467 円

令和5年5月 161,119,226 円 45,356,358 円 130,662,441 円 337,138,025 円 102.9% 102.9%

令和5年6月 163,314,604 円 42,032,785 円 131,881,411 円 337,228,800 円 100.0% 102.9%

令和5年7月 162,555,982 円 42,776,395 円 134,790,351 円 340,122,728 円 100.9% 103.8%

合　　　計(a) 642,037,839 円 172,860,509 円 527,275,672 円 1,342,174,020 円   

給付費に対する
割合

47.8% 12.9% 39.3% 100%

Ｒ5予定年間額(b)

((a)×１２／４)
1,926,113,517 円 518,581,527 円 1,581,827,016 円 4,026,522,060 円

Ｒ5計画値(c) 1,841,410,000 円 582,942,000 円 1,702,011,000 円 4,126,363,000 円

計画値に対する割合
((b)／(c))

104.6% 89.0% 92.9% 97.6%

居宅介護サービス費等 地域密着型サービス費 施設介護サービス費 合　　　　計
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平成24年度末 139,153,864 円

平成25年度末 137,346,864 円

平成26年度末 172,597,864 円

平成27年度末 224,641,864 円

平成28年度末 285,494,864 円

平成29年度末 332,456,864 円

平成30年度末 353,099,864 円

令和元年度末 386,197,864 円

令和２年度末 348,728,864 円

令和３年度末 278,293,864 円

令和４年度末 308,254,864 円

令和５年９月末 244,281,864 円

介護給付費準備基金積立金の状況

第 5 期

第 6 期

第 7 期

第 8 期

- ８ -
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②介護予防事業について

（健康づくりの推進及び介護予防の推進に係る令和 5年度事業実施状況）

２ 健康づくりの推進（計画 p39-41）

（１）健康づくりの推進

①生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

②食育の推進

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

特定健康診査等事業

（国民健康保険特別会計）

7月～12月 1,850人 40歳～74歳の国民健康保険加入者

を対象に特定健診を実施し、このうち

生活習慣病リスクが高い方を対象に

特定保健指導を実施。

・特定保健指導 50人予定

健康診査等事業

（後期高齢者医療特別会計）

7月～12月 750人 後期高齢者医療制度加入者を対象

に後期高齢者健診を実施。

各種検(健)診事業

（一般会計）

4月～翌2月 延べ

10,820人

疾病の早期発見及び健康寿命の延

伸に資するため、各種検診を実施。

・胃がん検診 6、7月

・肝炎ウイルス検診 6、7月

・前立腺がん検診 6、7月

・乳がん・子宮頸がん検診（集団）

5月

・乳がん・子宮頸がん検診（施設）

6月～翌2月

・結核肺がん検診 10月

・大腸がん検診 11月

・骨粗しょう症検診 7月

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

栄養改善事業

（一般会計、介護保険特別

会計）

通年 1,110人 食生活改善協議会等の関係機関と

協働し、減塩や低栄養予防の普及啓発

等、食からの健康づくりや介護予防事

業を実施。
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③予防接種の促進

３ 介護予防の推進（介護保険特別会計）（計画 p42-44）

（１）一般介護予防事業の充実

①介護予防把握事業

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

予防接種事業

・高齢者インフルエンザワ

クチン（定期）

（一般会計）

10月～12月 7,650人 ・対象者

①65歳以上の方

②接種日の年齢が60～65歳未満の方

で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不

全ウイルスにより免疫機能に重い障

害のある方（身体障害者障害程度等級

1級相当の方）

・助成額 1,500円

・高齢者用肺炎球菌ワクチ

ン（定期）

（一般会計）

通年 290人 ・対象者

①令和5年度中に、65歳、70歳、75歳、

80歳、85歳、90歳、95歳、100歳にな

る方

②接種日の年齢が60～65歳未満の方

で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不

全ウイルスにより免疫機能に重い障

害のある方（身体障害者障害程度等級

1級相当の方）

※①②とも過去に一度も接種歴のな

い方

・助成額 1,500円

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

介護予防把握事業 通年 800人 フレイル健診質問票の活用等、保健

師等が地区活動等に関わりながら、生

活機能低下の恐れのある高齢者を早

期発見し、総合的に支援するとともに

介護予防活動に繋げる。
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②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

・介護予防教室 通年 15人 介護予防意識や実践力の向上を図

るため、ボランティアを対象とした介

護予防教室を実施。

・健康教育 通年 2,100 人 介護予防に関する知識の普及啓発

のため、高齢者サロンや老人クラブ等

地区活動において健康教育、健康相談

を実施。
・健康相談 通年 1,080 人

・訪問指導 通年 100 人 閉じこもり、認知症、うつ予防及び

検診事後指導のための訪問指導。

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

・介護予防活動の支援 通年 540 人 健康、生きがいづくりや介護予防に

関するボランティア活動を支援。

・天津小湊介護予防サポーター

・江見地区なの花サポーター

・長狭地区生活支援・介護予防サポー

ター

上記３団体の活動に参加し支援。

・長狭地区健康推進協議会

健康推進員が行う各地区の自治会

行事、老人クラブ、高齢者サロン等の

機会を活用した健康セミナーの開催

にあわせ参加し支援。

・しらかば会役員会

４地区の各連絡員及び本部役員の

活動を支援。

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

一般介護予防事業評価事

業

通年 ― 介護予防事業の参加状況や実施プ

ロセス、人材・組織の活動状況を毎年

評価し、より効果的な活動をめざす。
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⑤地域リハビリテーション活動支援事業

区分・事業名 期間・回数等 予定人数 事業内容

地域リハビリテーション

活動支援事業

通年 80人 リハビリ専門職が、住民主体の通い

の場等へ出向き、助言や運動、認知機

能評価等などを実施。
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③高齢者福祉サービスについて

（高齢者福祉の推進に係る令和５年度主要事業実施状況）

１ 社会参加と生きがいづくりの促進（計画 p36-38）

（１）交流活動の促進

①老人クラブ活動の活性化

（２）就労対策の推進

①高齢者の就労促進

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

老人クラブ活動等事業

（一般会計）

通年 1,311 市老人クラブ連合会の円滑な事業

運営を支援するもの。

主な事業

・単位老人クラブ活動事業

・高齢者向けスポーツ普及事業

・食生活改善協議会との健康づくり

料理教室

・老人クラブ会員対象の介護予防教

室

・環境美化、社会奉仕普及事業

・世代間交流事業

・千葉県生涯大学の入学勧奨案内

等

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

シルバー人材センター

事業

（一般会計）

通年 7,100 シルバー人材センターは、高齢者

等の雇用の安定等に関する法律によ

って定められ、臨時的・短期的な軽易

業務を請負・委任形式で行う公益社

団法人。

自らの能力を活かした就労や社会

経済活動への参画を希望する高齢者

が会員登録し、企業、家庭、公共団体

等から仕事を請け負い、会員に就労

の場を提供するものであり、同セン

ターの機能強化と自主的運営基盤の

確立に向けた支援を行うもの。
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２ 地域ささえあい体制づくり（計画 p45-52）

（１）福祉意識の形成

①見守り活動の活性化

３ 安全で快適な生活の確保（計画 p53-54）

（２）防災・防犯対策等の充実

①防災体制の充実

４ 高齢者福祉サービスの充実（計画 p60-62）

（１）在宅福祉サービスの充実

②緊急通報システム

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

地域見守り協定の推進

（一般会計）

通年 - 高齢者が住みなれた地域で安心し

て生活ができるよう、住民だけでな

く様々な事業者とも連携した「見守

りネットワーク」を構築し、「地域見

守りに関する協定」の協力機関の更

なる拡充に努める。

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

避難行動要支援者支援

事業

（一般会計）

通年 1,626 地域防災計画に基づく避難行動要

支援者名簿の作成を行い、災害時の

支援体制への活用を図り、避難支援

機関との連携を強化することで、実

践的な防災の推進を図る。

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

緊急通報体制等整備事

業

（一般会計）

（介護保険特別会計）

通年

1,198

4,620

在宅のひとり暮らし高齢者に対

し、緊急通報システムを設置するこ

とにより、急病等の緊急時における

日常生活上の不安を解消し、在宅高

齢者等の福祉の増進を図ることを目

的とする。

機器の設置及び賃貸借並びに受信

センターを含めた業務の全てを、市

外業者に委託している。
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③一人暮らし高齢者等孤立防止事業

（３）施設福祉サービスの充実

①高齢者緊急一時保護事業

②養護老人ホーム等への入所

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

地域自立支援事業（高

齢者孤立防止事業）

（介護保険特別会計）

通年 2,324 一人暮らしの高齢者、高齢者のみ

の世帯に属する高齢者及びこれに準

ずる世帯に属する高齢者宅を定期的

に訪問し、高齢者の孤立や不安の解

消、孤独死の防止を図る。

また、急病、災害等の緊急時におけ

る適切な対応を確保し、すべての高

齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らせることを目的とし、鴨川市社会

福祉協議会に委託している。

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

高齢者保護ショートス

テイ事業

（一般会計）

通年 70 家族等からの虐待を受けた高齢者

又は災害等により在宅での生活が困

難となった高齢者を、特別養護老人

ホーム等に一時的に保護することに

より、高齢者の生命及び身体の安全

を確保、権利利益の擁護を図ること

を目的に、市内の特別養護老人ホー

ム等３か所に委託している。

区分・事業名 期間・回数等 予算（千円） 事業内容

老人福祉施設措置事業

（一般会計）

通年 132,623 身体上、精神上及び環境上又は経

済的理由により居宅において生活が

困難な高齢者に対し、養護老人ホー

ム等への入所措置を行う。

現在は、市内外の養護老人ホーム

４施設に入所措置を行っている。



資 料 １－２

Ｒ５．11．１

令和５年度高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

の進捗状況について

【資料１－２】

④地域包括支援センター事業について(P1～P18)
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                                                                                                                             １.福祉総合相談 

事業名 （1）65 歳以上（高齢者） 

 

事業概要 

 

 

本年度目標 

 

 

実 績 

（R5.9 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

 

住み慣れた地域で生活する高齢者等が、安心した生活が継続できるよう福祉の相談

窓口として相談支援を行う。 

 

地域包括支援センターとしての高齢者等への支援を充実するため、関係機関と連携

を図っていく。 

 

○福祉総合相談センター相談受付実績（新規相談件数） 

  
サー

ビス 
独居 

認知

症 

介護

保険 

施設 

入所 
医療 

生活 

全般 

家計 

経済 

高齢 

虐待 

権利

擁護 

その

他 
計 

鴨川 48 11 20 46 6 5 5 5 3 8 14 171 

天津 4 11 5 75 1 6 1 2 1 0 5 111 

長狭 11 6 3 9 1 6 3 0 0 2 7 48 

計 63 28 28 130 8 17 9 7 4 10 26 330 

 

高齢者からの相談では加齢に伴う生活支援や認知症等に関する大半が占めている、

高齢者の課題の課題でも早期に解決に至らない事例が多く、課題解決に向けて関係機

関と連携体制を構築する。また、地域ケア会議等を活用し関係機関とのネットワーク

づくりや関係機関と役割分担等をしながら支援を実施していく。 
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 １．福祉総合相談 

事業名 （２）65 歳未満（障害者・児童・DV・生活困窮等） 

 

事業概要 

 

 

 

本年度目標 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

子ども・障害者・高齢者の枠組みにとらわれない、家庭の中の困りごと（ＤＶ（ド

メスティック・バイオレンス）や生活困窮など）の相談に応じ、課題解決に向けて相

談支援を実施していく。 

 

地域住民や関係機関への周知を継続し、相談がつながりやすい体制づくりを推進す

る。また、多問題世帯や生活困窮者等の支援が増加傾向であるため、各種支援策の情

報の共有し職員の対応能力の向上を図る。 

 

＊福祉総合相談実績（新規相談件数） 

    
サー

ビス 

家計

経済 
育児 医療 就労 

権利

擁護 
ＤＶ 

その

他 
計 

鴨川 

子ど

も 
    1           1 

43 障害 3 2   1       7 13 

その

他 
  10   2 2   7 8 29 

天津

小湊 

子ど

も 
                0 

13 障害       2   1   3 6 

その

他 
              7 7 

長狭 

子ど

も 
                0 

8 障害 1     2       1 4 

その

他 
  1   2       1 4 

 

（＊高齢者の相談内訳は、「地域包括支援センター事業」に、生活困窮者自立支援事業

対象者は「生活困窮者自立支援事業」に掲載） 

分野横断的な対応をスムーズにするため、職員のスキルアップとともに、各福祉総

合相談センターほか、関係機関等との連携体制づくりの推進を図る。 
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 ２.地域包括支援センター事業 

事業名 （１）包括的・継続的ケアマネジメント事業 

 

事業概要 

 

 

本年度目標 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

介護支援専門員等の質の向上とともに、地域における関係者のネットワークづくり

を支援していく。 

 

介護支援専門員等の資質向上を図るため、個別支援のほかケアマネジャー連絡協議

会等により研修の機会を確保していく。また、事例検討会等を活用しケアマネジメン

ト力の向上に努め、地域全体の介護支援専門員の質の向上に取組んでいく。 

 

＊鴨川市ケアマネジャー連絡協議会 

（1）総会開催  （2）役員会 計 5回開催 （3）研修会 

①「ハラスメント研修会」7月 11日 Zoom 研修 

   講師 弁護士法人「おかげさま」 代表  外岡 潤 氏 

 ②「災害机上訓練」10月 12 日 Web 開催 

 

＊介護支援専門員からの相談件数 

福祉総合相談センター 31 件 
福祉総合相談センター・天津小湊 35 件 
福祉総合相談センター・長狭 9 件 

〇地域ケア会議の開催状況については別途資料参照 

 

介護支援専門員からの支援困難事例等は、多機関との連携が図りやすくなるよう地

域ケア会議を活用しながら支援を行った。また、地域包括支援センター主催による事

例検討会を開催し、多問題世帯の支援や重度要介護者の支援方法について事例を通じ

た研修会を開催した。12月以降は居宅支援事業所による事例検討会を開催予定。 

月 事例検討のテーマ 
6 月 複合的課題を抱えた世帯の支援を考える 
7 月 医療ニーズが高い利用者への多職種連携を考える 
8 月 認知症高齢者を介護する家族への支援を考える 
9 月 高齢者虐待事例における多機関との連携 
10 月 医師との連携について 
11 月 本人の認知症を認めない家族をもつ認知症高齢者の支援 
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  ２.地域包括支援センター事業 

事業名 （２）権利擁護事業 

 

事業概要 

 

 

 

 

本年度目標 

 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

高齢者等の人権を守り、権利の侵害がされないよう、高齢者虐待の防止及び普及啓

発、高齢者虐待の解決に向けた支援について、行政の関連部署と３つの福祉総合相談

センター（地域包括支援センター）、介護サービス事業所等の関係者が連携を図り、養

護者等に寄り添った相談体制の充実を図る。 

 

高齢者虐待が未然に防げるよう、日々の見守りやサービス利用による虐待の予防を

心がけることが必要である。高齢者と関わる専門職が虐待の発生リスクの高い家庭像

を理解することにより、虐待に関する意識を高め、早期相談、早期発見、早期対応に

繋がる体制を充実させる。 

 

【高齢者虐待対応件数及び結果】 

＊在宅 相談件数 ９件 

  虐待あり ３件 虐待なし ５件 判断できず １件 コア会議未実施 ０件 

＊施設 相談件数 １件 

  虐待あり ０件 虐待なし ０件 判断できず １件 コア会議未実施 ０件 

 

【介護支援専門等への研修】 

9 月 14 日 事例検討会 「高齢者虐待事例における多機関との連携」 16 人参加 

 

 虐待の早期発見、早期解決のためには、関係機関が連携を図り対応することが必要

であり、地域に身近な各福祉総合相談センターが連携を図り、虐待解決に向けきめ細

やかな支援を実施していく。また、介護支援専門員が高齢者虐待に対する理解する場

として、事例を用いた研修会を開催する。 
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 ２.地域包括支援センター事業 

事業名 （３）介護予防支援/介護予防・生活支援サービス事業 

 

事業概要 

 

 

本年度目標 

 

 

 

実 績 

（Ｒ5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

  

要支援認定者等に対し、介護予防・生活支援を目的とした訪問型サービス・通所型

サービス及び予防給付サービスにつなげるなど、必要な支援を行う。 

  

 新規利用者及び継続利用者に対し、介護予防につながるようなサービスが提供

されるよう、介護予防ケアマネジメントを行うサービス事業所への指導により、

その質の向上を図る。 

 

介護予防支援事業利用者数 

 延利用者数 直営 委託 委託率 
福祉総合相談

センター 
730 人 200 人 530 人 73％ 

福祉総合相談

センター・天津

小湊 
510 人 281 人 229 人 45％ 

福祉総合相談

センター・長狭 
224 人 70 人 154 人 69％ 

 

介護予防・生活支援サービス事業 

サービスの種類 延べ利用人数 月平均 

訪問型サービス  605 人 101 人 

通所型サービス  369 人 62 人 

介護予防ケアマネジメント  545 人 91 人 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防に向けた適切なサービスが提供されるよう、個別指導等を継続的に実施す

るとともに、地域ケア会議等を活用し質の向上や介護予防に対する多職種連携の推進

を図っていく。 
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 ２.地域包括支援センター事業 

事業名 （４）地域包括支援センター・サブセンター事業 

 

事業概要 

 

 

 

 

 

本年度目標 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

 

高齢者の身近な総合相談窓口となるよう、地域包括支援センターを、従来の天津小

湊地区に加え長狭地区にも設置し、生活の困りごとに対応しながら、支障なく生活が

送れるよう、支援を行う。 

また、地域包括支援センターの機能を強化し、基幹型地域包括支援センターと連携

することにより、地域包括ケアシステムの推進を図る。 

 

 各地域包括支援センターの機能強化と役割分担をすることにより、医療介護連携施

策・認知症施策の推進による地域づくりを行うと共に、高齢者等の相談に対応する。 

 

＊地域包括支援センター業務 

 天津小湊（件） 長狭（件） 合計 
介護予防ケアマネジ

メント 
直営 委託 直営 委託 直営 委託 
105 125 56 47 161 172 

介護予防支援 281 229 70 154 351 383 
権利擁護事業 7 6 13 
包括的・継続的ケア

マネジメント 
35 9 44 

＊総合相談については、１.総合相談（１）65 歳以上（高齢者）を参照 

 

＊時間外相談受付件数 

高齢 障害 児童 その他 計 
19 件 5 件 0 件 7 件 31 件 

  

地域包括支援センターの機能強化を図り、各地域包括支援センターとの連携を密に

行う。各地域包括支援センターの機能強化型の特徴を生かして、認知症・在宅医療介

護連携等について、介護支援専門員等と事例検討会を開催し専門的なケアマネジメン

トの質の向上に努める。 
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 ３．地域支援事業（任意事業） 

 （１）家族介護支援事業 

事業概要 認知症高齢者等を介護する家族を対象に交流会や勉強会を開催し、介護負担の軽減

や長期間に及ぶ在宅介護が継続出来るよう支援を行う。 

事業名 ① 認知症高齢者家族のつどい事業 

本年度目標 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

介護者支援のために、認知症高齢者を支援している居宅支援事業所や専門職等と連

携を図りながら実施する。併せて、認知症サポート医等と連携を図りながら家族を支

援していく。 

 

9/28 特別養護老人ホーム めぐみの里 参加者６名 

   演奏会・意見交換会 

 

認知症カフェの運営支援 

・こんにちはカフェ（天津小湊地区）打合せや園芸作業支援 １回 

 

福祉総合相談センター・天津小湊(認知症施策機能強化型地域包括支援センター)を

中心に認知症施策推進に取り組んでおり、10 月・11 月にもつどいを開催予定。 

認知症に関する個別支援を行いながら、今後の認知症高齢者等に対する支援方法等

について検討を行っていく。 

 

事業名 ② 認知症高齢者等見守りシール交付事業 

本年度目標 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

本年度の取

組について 

認知症高齢者等見守りシール交付事業を広く周知し、認知症の方が徘徊した場合、

早期発見保護ができるように啓発を行っていく。 

 

令和２年度申請者 新規 ２名（内１名施設入所のため終了） 

令和３年度申請者 新規 ２名（内１名市外転出のため終了） 

令和４年度申請者 新規 ７名 

令和５年度申請者 新規 ２名 シール追加 １名 

 

認知症サポーター養成講座等を通じて、啓発を行うとともに、民生委員や地域の高

齢者等が集まる場でチラシを配布し周知を図り、シールを貼っている方を発見した際

の見守りへの協力を依頼した。また、認知症高齢者等の徘徊による行方不明となる事

例が発生しているため、対応方法についての検討を行っていく。 
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事業名 ③介護用品支給事業 
本年度目標 

 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

本年度の取

組について 

 在宅介護をされている家族に対して、介護用品の支給や介護方法に対するアドバイ

スが必要と思われる対象者への支援が図れるよう、関係職種への周知を図る。また、

当事業は地域支援事業の対象外となったため、今後の事業に関して検討を進める。 
 
 ・６月支給人数 23 名  ・９月支給人数 25 名 
 
 

在宅介護者や介護支援専門員等に対して周知を図るとともに、支給対象者の家族が

継続して介護ができるよう、必要な相談支援を行っていく。本事業は厚生労働省の通

知より、地域支援事業の対象外となり、例外的な激変緩和措置として実施しているが、

昨年度実施した本事業利用者の状況調査の結果により、継続の必要性が高いと判断さ

れたため、事業継続に向けて検討していく。 
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  ３.地域支援事業（任意事業） 

 （２）その他の事業 
事業名 ①成年後見制度利用支援事業 

 

事業概要 

 

 

 

 

 

本年度目標 

 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

認知症高齢者等の増加により、財産管理や身上保護ができるよう、効果的な成年後

見制度の利用を促進するため申立費用の助成や後見人等への報酬助成を行うもの。当

該事業を実施することにより支援が必要な高齢者の権利を擁護し、安心して生活でき

る地域の充実を図る。 

 

 

認知症高齢者の増加及び身寄りのいない高齢者の増加などにより、成年後見制度の

相談件数も増加している。認知症や障害などにより判断能力が低下した高齢者を支え

るため、経済的な助成や申立の支援を積極的に行う。 

 

 

＊市長申し立て件数 ４件（後見３件、保佐１件、補助０件） 

＊報酬助成 ２件 

＊審判請求費用助成 ０件 

＊権利擁護推進センター相談件数  61 件 （相談対応のべ件数（鴨川市分）） 

 

 成年後見制度利用者 後見 48 人  保佐 11 人  補助 ２人  合計 61 人 

                  （R5.8.1 千葉家庭裁判所本庁発表資料） 

 

 

成年後見制度利用促進法に伴う中核機関が設置されたことにより、成年後見制度等

の権利擁護に係る相談が増え、制度の利用者も増加傾向にある。 

ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーなどの相談業務を行う職種においても、

成年後見制度に関する理解を深め、認知症高齢者や精神障害者などの権利を守るため、

中核機関に繋ぐなどの連携がますます必要となっている。必要な人が必要な制度を利

用できる環境を整えるため、成年後見制度等の普及啓発活動に力を注いでいく。 

効果的な成年後見制度の利用を促進するため、今後も申立費用の助成や後見人に対

する報酬助成を実施していく。 
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 ３.地域支援事業（任意事業） 

 （２）その他の事業 
事業名 ②認知症サポーター等養成事業 

 

事業概要 

 

 

 

本年度目標 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

認知症の正しい知識を持ち、地域全体で認知症高齢者等への支援ができる体制を構

築することで住み慣れた場所での生活が継続できるため、それを支える認知症サポー

ターを養成するための講座を開催する。 

 

認知症高齢者への理解を深めるため認知症サポーター養成講座を開催する。 

 

 

 開催日 会場 対象者 人数 実施主体 

１ 5/11 吉尾公民館 
吉尾地区介護予防

サポーター 
15 長狭 

２ 5/19 太陽会本部 太陽会新人職員 14 太陽会 

３ 9/8 亀田総合病院 看護師 15 亀田病院 

＊市 ⇒ 福祉総合相談センター 

＊太陽会 ⇒ 福祉総合相談センター・天津小湊 

＊長狭 ⇒ 福祉総合相談センター・長狭 

 

 ・福祉総合相談センター・長狭  計１回開催 

 ・亀田総合病院         計１回開催 

 ・太陽会            計１回開催 

 ＊養成講座 計３回開催 《認知症サポーター養成数 44 名》 

 

福祉総合相談センター・天津小湊(認知症施策機能強化型地域包括支援センター)を

中心に認知症施策推進に取り組んでいる。 

講座内で他の認知症施策について説明を行うなど、関連施策の周知の場ともなって

いる。 
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 ３．地域支援事業（任意事業） 

 （２）その他の事業 
事業名 ③地域自立生活支援事業（高齢者配食サービス） 

 

事業概要 

 

 

 

本年度目標 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

 

 

  

地域の高齢者等に対し、在宅での「食の自立支援」に向けたアセスメントに基づく

食事の提供、及び配食サービスの利用をとおして独居高齢者等の安否確認を目的とし

たサービスを実施する。 

 

鴨川市社会福祉協議会、ケアマネジャー等との連携により、利用者の個々の体調や

食環境に応じた配食サービスの提供を目標とする。 

 

【実利用者数 52 名】 

 

【地区別利用実績】（R5.4～R5.9 月延べ利用者数） （一月の平均 40.7 人） 

地区 長狭地区 鴨川地区 江見地区 
天津小湊 

地区 
計 

利用者数(人） 41 125 34 44 244 

 

【配食内容別利用実績】 

配食内容 
常 食 

(450 円） 

常食・汁なし

（400 円） 

副食のみ

（300 円） 
計 

配食数（食） 1,499 177 1,663 3,339 

 

 

社会福祉協議会のコーディネーターと連携し、アセスメント訪問、モニタリング訪

問を実施。ケアマネジャーとの連携を図るため、ケアプランの提出を依頼し生活状況

や健康状態に合わせた配食サービスの提供を目指す。昨年度に引き続き、感染症で自

宅療養する利用者については、個々の状況に合わせ柔軟な対応を行う。食料品やエネ

ルギー分野等の値上がりが著しい状況が続いており、今後の事業継続について見直し

を行っていく。 

 

 

 

 

 

- 11 -



 

 ３．地域支援事業（任意事業） 

 （２）その他の事業 
事業名 ④地域自立生活支援事業（介護相談員派遣事業） 

 

事業概要 

 

 

本年度目標 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

 

 

  

介護サービスの適正化を図り、介護サービスの質的向上に繋げるため、介護相談員

が介護保険施設を訪問し、介護サービスに関する相談を受け現状把握を行う。 

 

 介護相談員の活動が再開できるよう新たな活動方法を模索し施設と検討する。また

介護等に関する知識を習得するため研修会等を開催し、施設との情報共有に努める。 

 

【介護相談員(8 名）の活動実績】 

・介護相談員と事務局との連絡調整会議（4月) 

・派遣先施設の利用者へポスター等を作成、配布(5 月) 

・派遣先施設関係者との意見交換会(7月・8月) 

・派遣先施設の利用者と訪問での面談を実施（以下、延べ人数） 

施設名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 計 
めぐみの里 3 名 3 名 2 名 3 名 3 名  14 名 
たいよう 6 名 6 名 9 名  7 名 8 名 36 名 
南小町 3 名 3 名  3 名 3 名  12 名 
千の風 9 名 6 名 9 名 9 名 9 名  42 名 
※中止理由：感染症の影響によるもの 

 

昨年度はオンラインでの面談を実施していたが、本年度は派遣先施設の面会制限緩

和等により例年通り訪問による面談を主に実施している。引き続き、訪問やオンライ

ンと柔軟に対応できるよう施設と連携を図り、施設利用者からの相談に応じ現状把握

に努める。 
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 ４．地域支援事業（社会保障充実分） 
 （1）在宅医療・介護連携推進事業 

事業概要 

 

 

 

本年度目標 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

在宅医療・介護の専門職の関係づくりや地域との連携を図り、医療や介護サービスが

利用しやすい環境づくりを行う。また、医療や介護に関する身近な相談窓口を設置し、

切れ目のない医療介護サービスの提供を目指す。 

 

福祉総合相談センター・長狭を在宅医療介護連携能強化型地域包括支援センターとし

て、関係機関と連携を図りながら、事業を推進する。 

＊在宅医療介護連携推進事業の手引きの項目により報告 

① 課題分析・課題抽出 
（ア） 地域の医療・介護資源の把握 

・鴨川市医療・介護施設ガイドマップの更新（10 月予定） 
・鴨川市医療介護機関ガイドブックの更新（10 月予定） 

（イ） 在宅医療・介護連携の課題の抽出 
・在宅医療・介護連携会議（6 月・10 月・2 月予定） 
・薬剤師、リハビリ職、訪問看護、訪問介護、介護支援専門員職域別 
 意見交換会もしくは事例検討会 
・多職種事例検討会 

（ウ） 切れ目のない在宅医療と介護支援の提供体制の構築 
・医療職と介護職との連携づくり 

医療介護連携のための事例検討会 
看取りに関する支援体制づくり 

② 対応策の実施 
（エ） 医療・介護関係者の情報共有の支援 

・安房介護ネットワークの情報更新 
・安房医師会、歯科医師会、薬剤師会との連携 
・安房３市１町介護関係団体の意見交換会 

（オ） 在宅医療・介護関係者による相談支援 
・地域住民及び介護専門職への相談支援 

（カ） 医療介護関係者の研修 
・介護従事者に対する精神疾患に関する研修会（9/28） 
・多職種連携研修 

地域で支える糖尿病患者のケア研修（7/13） 
（キ） 地域住民への啓発活動 

・国保における地域への啓発活動（健康づくり教室、健康セミナー他） 
 

福祉総合相談センター・長狭と連携し、事業の推進を図る。新たに、看取りに関する支

援体制づくりを推進する。 
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 ４．地域支援事業（社会保障充実分）  
 （2）生活支援体制整備事業 

事業概要 

 

 

本年度目標 

 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

地域住民をはじめ、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、ボランティア、民

間事業者の団体等、医療介護の専門職等とのネットワークづくりに努める。 

 

 生活支援コーディネーターと連携を図りながら、各地区活動やボランティアへの支

援を行い、民間事業所の協力を得ながら地域活動の活性化を図る。また、生活支援コ

ーディネーターの個別支援の充実を図るため、福祉総合相談センターとの連携体制の

構築を図る 

 

◇生活支援体制整備事業検討会議の開催 

 第 1回：4/20 日 第 2回：5/25 第 3回：9/14 

◇生活支援コーディネーターとの事例検討 

 生活支援コーディネーター  個別支援 34 件 地域活動 198 件 

定期開催し個別事例の情報共有及び支援に対するアドバイスを行った。 

◇地域ケア会議への参加 

 地域ケア会議に参加し個別課題への支援と専門職の関係づくりに取組んだ。 

支援困難事例：8件参加  

◇介護予防・生活支援サービス提供状況調査 

 介護予防・生活支援サービスの充実に向けて調査及び、訪問介護事業所等との意見

交換を行った。 

 

第 1 層のコーディネーターは市福祉総合相談センター、第 2 層のコーディネーター

を社会福祉協議会へ委託し、連携して事業を進めていく。また、生活支援コーディネ

ーターが地域ケア会議に出席し、個別のケースから地域課題を把握し、地域に必要な

支援を検討していく。 

生活支援コーディネーターにおる個別支援の充実を図るため、個別事例について福

祉総合相談センターと情報共有を図りながら支援の充実を図っていく。 
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 ４．地域支援事業（社会保障充実分） 

 （3）認知症総合支援事業 

 

事業概要 

 

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症高齢者の変

化に対応しながら、必要な医療、介護及び生活支援を行い、認知症の人に対して効果

的な支援が行える体制の構築を図る。 

事業名 ①認知症初期集中支援推進事業 

本年度目標 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

認知症及び認知症が疑われる対象者宅に訪問し、生活全般のアセスメントを行い必

要な支援方法の検討を行う。また、認知症初期集中支援チーム員にアドバイスをもら

いながら、受診や介護保険のサービス等につなげ生活全般の支援を行う。 

 

 ◎認知症初期集中支援チーム支援件数  ８件 

  認知症が疑われるが、医療や介護保険サービス等につながらない対象者について、

ケース検討を行いながら支援を行った。  

内訳 ケース検討対象者 ８件(前年度から継続７件） 

      支援終了          １件（医療及び各種サービスにつながった件数） 

      継続支援         ７件  

認知症疾患医療センターとの連携が取れるようになり、受診や緊急入院等などの支

援が行えるようになった。チーム員会議の充実を図り、支援方法を幅広く検討し早期

の支援につなげられるよう取組んでいく。 

事業名 ②認知症地域支援・ケア向上事業 

本年度目標 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

認知症地域支援推進員としてのスキルを身に付けるための研修や、市内の医療介護

資源を把握する。また、認知症疾患医療センター等との連携を図りながら、支援を実

施する。 

 

◎認知症に関する新規相談 28 件 

（相談センター20件、相談センター天津小湊 5件、相談センター長狭 3 件） 

＊認知症に対する受診、サービス等に関する相談が大半を占めている。 

◎認知症スクリーニングシステム アクセス数 2,772 件 

（わたしも認知症（本人用）1,312 件 これって認知症（家族用）1,460 件） 

 

家族や相談機関だけでなく地域からも相談が寄せられるため、関係者からの情報収

集をもとに個別支援を実施する。認知症疾患医療センターや認知症初期集中支援チー

ム員会議等と連携し、認知症に対する理解を求めていくため認知症サポーター養成講

座などを活用や、早期発見、早期治療を目的に、誰もがどこでも気軽に認知症チェッ

クができるように、スクーリングシステムを導入したため、啓発を行う。 

今年度も、市民に対し広報誌にて、9／21 世界アルツハイマーデイの周知を図るこ

とができた。 
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 ４．地域支援事業（社会保障充実分） 
 （４）地域ケア会議推進事業 

事業概要 

 

 

 

 

 

本年度目標 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

高齢者に対する支援を充実させるため、地域福祉関係者及び専門職が協働して高齢

者の個別課題の解決を図る事を目的とする。また、ケアマネジメントの実践力を高め

ながら個別ケースの課題分析等を行うことにより地域に共通した課題の明確化を図

る。さらには、生活圏域で地域での課題等を情報共有する事により、連携が図りやす

い体制づくりや解決に必要な資源開発、地域づくりにつなげていく。 

 

地域にてケア会議を開催し、関係者と専門職とのネットワークづくりを推進する。 

 

○地域ケア会議（生活圏域）  

第１回 7月 12 日 鴨川・江見・長狭・天津小湊の４圏域で開催 

テーマ：「鴨川市における見守り～顔の見える関係をつくろう～」 

講演を踏まえ、身近な専門職として顔の見える関係をつくり、地域での見守

りにつながるよう、理解を深める。 

参加者：民生委員・主任児童委員、介護支援専門員、鴨川市社会福祉協議会、 

福祉総合相談センター長狭・天津小湊、市職員（健康推進課、福祉課、子ども支援課）   

○地域ケア会議（個別） 

各福祉総合相談センターで困難事例の個別会議を開催し、介護支援専門員のケアマ

ネジメント力の向上とスキルアップ、関係機関とのネットワーク作り（多職種連携）

を推進する。 

 回数 事例概要 
市 9 回 ・独居高齢者の退院支援（2 回開催） 

・要介護高齢者世帯の権利擁護支援 
・高齢者世帯の見守り支援 
・高齢者支援と家族の家計管理支援 
・身寄りが急死した独居認知症高齢者の権利擁護支援 
・本人の思いのまま行動する独居高齢者の見守り支援 
・精神面が不安定な独居高齢者の支援 
・8050 世帯の支援（精神障害の息子と要介護の高齢者世帯） 

天津小湊 0 回  
長狭 2 回 ・療育手帳所持高齢者の生活支援 

・要介護高齢者世帯の生活支援 
＊個別会議を開催する事例は、認知症・独居・生活困窮・8050 世帯・ゴミ屋敷・ 

権利擁護等、複数の課題が重複している傾向がある。 

 

個別会議の他、コロナ禍で令和元年以降実施できなかった生活圏域のケア会議を開

催し、地域支援関係者の顔の見える関係づくりを推進する。 
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事業名 ５．介護人材確保対策事業 

 

事業概要 

 

 

 

 

 

本年度目標 

 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

 

市内の介護事業所で働きながら資格取得を目指す者や、将来市内の介護事業所での

就労を目指す学生に対し、各種費用を補助・貸付けることで、市内の介護人材の育成・

確保を行う。また、介護サービス従事者向け研修等を開催し、知識や技術を学ぶ機会

を設けることで、安全で質の高いサービス提供をするとともに、従事者の定着環境を

整備する。 

 

市内介護事業所等の、介護人材の育成と定着に努め、介護福祉士修学資金の貸付や

留学生受入施設支援補助金を交付することにより、介護人材の確保を行う。さらに、

介護職員のスキルアップや離職防止のため鴨川市介護サービス事業所協議会を支援し

ていく。 

 

〇介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修補助金実績 

介護職員初任者研修：0人/0法人  介護福祉士実務者研修：0人/0法人 

※事前申込み：介護職員初任者研修 2人  介護福祉士実務者研修 6 人 

○介護福祉士修学資金貸付実績 

 貸付決定者数 6人（うち 6人留学生） 

○鴨川市留学生受入施設支援補助金 

 介護施設において就労することを目指す留学生を受け入れる、市内の介護施設を運

営する法人に対し、予算の範囲内において、マッチング費用等を補助する。 

 補助決定数 2 人/1 法人 

〇介護サービス事業所協議会実績 

 5/31 令和５年度介護サービス事業所協議会総会（書面開催） 

 9/13 訪問介護サービス事業に係る意見交換会 24 名 

 9/15 介護人材確保に向けた意見交換 6 名 

 9/28 精神障害の理解精神疾患を患っている方との関わりのコツ 74 アカウント 

 

現在介護職として働いている介護人材の定着とスキルアップができるよう、専

門職向けの研修を実施すると共に、介護人材の確保に向けた介護アシスタント活用

の検討を行う。加えて働きながら資格を取得するための、研修受講費の補助を行う。

また、将来介護分野での就労を目指す学生に対し修学資金の貸付けを行い、留学生

を受け入れる施設に対しての補助を行う。 
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事業名 ６．生活困窮者自立支援事業 

 

事業概要 

 

 

本年度目標 

 

 

 

 

実 績 

（R5.9 末） 

 

 

 

 

 

本年度の取

組について 

 

 

 

 

生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る

前の自立支援策の強化を図る。 

 

生活困窮者に寄り添った相談支援を行うため、関係部署との連絡調整を密にし、各

種制度の活用や就労に結びつけることで生活の自立を促す。また、新型コロナウイル

ス感染症の長期化の影響に伴い貸付制度等の利用者から償還等に関する相談が増加

することが予測されるため、各種支援策等を把握しながら相談支援等を実施する。 

 

・自立相談支援事業 相談件数 23 人 

新規 20 人及び継続支援 3人 内プラン作成数 3人  

・住居確保給付金 申請件数 4 件 支給決定件数 4件（うち 1件延長決定）  

・生活保護受給者等就労自立促進事業  就労相談 2 人 

・家計改善支援事業 プラン作成 2 人 

・生活困窮者支援会議 3 回（4月・6月・8月開催） 

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、生活困窮状態に陥っている方々への

支援が引き続き必要である。併せて、特例貸付の償還が令和 5年 1月から開始したこ

とから、相談者の増加が今後見込まれる。既存の住居確保給付金等の制度を活用し、

併せて社会福祉協議会やハローワーク、NPO 法人等の関係機関と連携を図りながら個

別支援を継続する。  
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資 料 ２

Ｒ５．11．１

地域密着型サービス事業所等の指定について



資 料 ２

地域密着型サービス事業所等の指定について

所在地 指定年月日

事業所番号 次回満了年月日

鴨川市西町1011番地１ 令和５年６月1日

1292800107 令和11年５月31日

所在地 指定年月日

事業所番号 次回満了年月日

鴨川市四方木394番地１ 令和５年５月１日

1272800747 令和11年４月30日

鴨川市四方木394番地１ 令和５年５月１日

1272800754 令和11年４月30日

1 地域密着型サービス事業所（指定新規）

２　総合事業事業所（指定新規）

№ 事業者名 事業所名 サービスの種類 備考

1
社会福祉法人

太陽会
ケアサポートセンターＭＯＡＮＡ

定期巡回随時対応型
訪問介護看護

№ 事業者名 事業所名 サービスの種類 備考

1 株式会社ケイテイエス 訪問介護事業所　四方木くらぶ 第一号訪問介護

2 株式会社ケイテイエス 通所介護事業所　四方木くらぶ 第一号通所介護

 1



資 料 ３

Ｒ５．11．１

次期計画（令和６年度～令和８年度）の概要について
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資料３ 



 

目次 
総 論 .................................................................................................... 1 

第１章 計画策定にあたって ....................................................................... 2 

１ 計画の背景・趣旨 ............................................................................. 2 

２ 計画の位置づけ ................................................................................ 4 

３ 計画の期間 ...................................................................................... 5 

４ 計画の策定体制 ................................................................................ 6 

第２章 高齢者を取り巻く状況 ..................................................................... 7 

１ 人口構成・世帯状況の変化 .................................................................. 7 
２ 一般高齢者の状況 ........................................................................... 10 
３ 要介護認定者・家族の状況 ................................................................ 17 
４ サービス提供者・ケアマネジャーの状況 ............................................... 25 

第３章 計画の基本的な考え方 ................................................................... 28 
１ 計画の基本理念 .............................................................................. 28 
２ 計画の基本目標 .............................................................................. 28 
３ 日常生活圏域の設定 ......................................................................... 29 
４ 重点目標 ....................................................................................... 30 

５ 施策体系 ....................................................................................... 32 
 

  



 

1 
 

 
 
 

総 論  
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第１章 計画策定にあたって 
１ 計画の背景・趣旨 

介護保険制度が開始されてから 20 年以上が経過し、「介護の社会化」や地域包括⽀援
センターの整備など、本格的な高齢社会の到来に備えた基盤整備が進められてきた一方、
団塊の世代が後期⾼齢者となる令和７（2025）年度を目前に控え、⾼齢者の暮らしを⽀
える体制整備の必要性が一層高まっています。 

 
今後、更なる⾼齢化の進⾏、要介護認定者や認知症⾼齢者の増加に伴い、介護保険費⽤
の負担増や⽀援の担い⼿不⾜が⼀層深刻になることが懸念されます。また、⾼齢者の中で
も特に後期⾼齢者や単⾝⾼齢者、また⾼齢夫婦のみの世帯の増加が⾒込まれ、⽼⽼介護や
孤独死などの増加が懸念されます。 

 
こうした状況に対応するため、国では住まい・医療・介護・予防・⽣活⽀援が⼀体的に

提供される「地域包括ケアシステム」構築のための体制づくりが推進されてきたところで
す。本市においても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けられるよう、地域
包括ケアシステムの構築に向けて各種の取り組みを進めてきました。第８期計画（令和３
〜５年度）では、地域共⽣社会の実現や、⾃⽴⽀援、介護予防・重度化防⽌の推進を図り、
これまでの地域包括ケアシステムの深化を目指してきたところです。 

 
第９期計画である本計画は、このような流れを受けて引き続き地域包括ケアシステム

の深化・推進を図るにあたり、本市の介護保険事業に係る基本的事項を定めるとともに、
適切な介護サービス及び地域⽀援事業等の提供体制を整備するために、「鴨川市⾼齢者保
健福祉計画及び介護保険事業計画（第９期）」として策定するものです。 
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○第８期介護保険制度のポイント※以下は８期の内容。国の「基本方針」確定後に更新 

国では、第８期計画において記載を充実する事項として以下の事項を示しています。 
① 2025・2040年を⾒据えたサービス基盤、⼈的基盤の整備 

団塊世代が 75歳以上となる令和７（2025）年、その⼦ども世代が 65歳以上となる令
和 22（2040）年に向け、サービス基盤・⼈的基盤の整備を計画的に進めます。 
 

② 地域共生社会の実現（※下記の法改正参照） 
制度・分野の枠を超え、それぞれが⽀援の「受け⼿」とも「担い⼿」ともなり、⽀え合

いのつながりの中で一人ひとりが生きがいを持って暮らしていける「地域共生社会」の実
現に向けて取り組みを進めます。 
 

③ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進 
介護予防・健康づくりの取り組みを通した健康寿命の延伸を図ります。この際、高齢者

の生きがいづくりの観点から、意向に応じた社会参加ができる環境整備を進めることが
重要となります。 
 

④ 有料⽼⼈ホームとサービス付き⾼齢者向け住宅に係る県・市の情報連携の強化 
有料⽼⼈ホームとサービス付き⾼齢者向け住宅が多様な介護需要の受け皿として機能
していることから、質の確保や適切なサービス基盤整備に向けて、県・市の情報連携を強
化します。 
 

⑤ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 
認知症の人ができる限り地域で自分らしく暮らし続けられる社会の実現に向け、（１）
普及啓発・本⼈発信⽀援、（２）予防、（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への⽀援、
（４）認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の⼈への⽀援・社会参加⽀援、（５）研
究開発・産業促進・国際展開に関する施策を推進します。 
 

⑥ 地域包括ケアシステムを⽀える介護⼈材確保及び業務効率化の取組の強化 
介護⼈材のほか、総合事業等の担い⼿の確保や、介護現場の業務改善、⽂書量削減、ロ

ボット・ICTの活⽤の推進等による業務の効率化の取り組みを強化します。 
 

⑦ 災害や感染症対策に係る体制整備 
近年の災害発⽣状況や、新型コロナウイルス感染症の流⾏を踏まえ、これらへの備えと

して、必要品の備蓄や、非常時に向けた訓練、研修・周知啓発等の取り組みを進めます。 
 

※「地域共⽣社会の実現のための社会福祉法等の⼀部を改正する法律」について 
地域共⽣社会の実現に向け、上記法律が令和３年より施⾏予定であり、（１）地域住⺠

の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、
（２）地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、（３）医
療・介護のデータ基盤の整備の推進、（４）介護⼈材確保及び業務効率化の取組の強化、
（５）社会福祉連携推進法⼈制度の創設に向けて、取り組みが求められます。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）法的位置づけ 

⾼齢者保健福祉計画は、⽼⼈福祉法第 20条の８に規定する計画であり、市町村⽼⼈福
祉計画として策定するものです。 

介護保険事業計画は、介護保険法第 117条の規定に基づく市町村介護保険事業計画と
して策定するものです。 
本市においては、⾼齢者保健福祉事業と介護保険事業の円滑な運営を図るために、「⾼

齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体として策定します。 
 

（２）市の計画内の位置づけ 

本計画は、市の最上位計画にあたる「第 2 次鴨川市総合計画・鴨川市第４次 5 か年計
画」の分野別計画として位置づけます。 
また、保健・福祉・医療等に関する各分野別計画や、「千葉県⾼齢者保健福祉計画」や
「千葉県保健医療計画」等の関連諸計画と整合性を図りながら、推進を図ります。 

なかでも、市の健康福祉を総合的に推進する基本計画である「第３期鴨川市健康福祉推
進計画」については、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す
る法律により社会福祉法が改正されたことに伴い、市⺠と⾏政が協働して地域や個⼈、そ
の世帯の生活課題を解決していく地域共生社会の実現に向けた包括的・重層的な支援体
制を整備していくため、一層の連携を図ります。 
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３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間と定めます。 

この期間中には、すべての団塊の世代が 75歳以上となる令和７年度を迎え、これまで
中⻑期的に構築を進めてきた地域包括ケアシステムについて、⼀層の深化・推進が求めら
れる期間となります。 

 

平成 

27 年 
平成 

28 年 
平成 

29 年 
平成 

30 年 
令和 

元年 
令和 

２年 
令和 

３年 
令和 

４年 
令和 

５年 
令和 

６年 
令和 

７年 
令和 

８年 
令和 

９年 
令和 

10 年 
令和 

11 年 

               

 

 

第７期計画 第８期計画 

 

第９期計画 

(本計画) 

第 10 期計画 

令和７年度までの目標設定 

第６期計画 
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４ 計画の策定体制 

（１）アンケート調査 

本計画を策定するにあたって、市⺠の⽣活状況や福祉ニーズなどを把握し、本市におけ
る課題や実施すべき取り組みを検討するため、アンケート調査を令和５年２⽉に実施し
ました。 

 

■アンケート調査実施概要 
 調査種類 調査対象者 配布数 有効 

回収数 
有効 
回収率 

1 一般高齢者調査 65 歳以上の市民 
（要介護・要支援認定者を除く） 2,500 1,579 63.2％ 

2 若年層調査 40～64 歳までの市民 
（要介護・要支援認定者を除く） 1,000 430 43.0％ 

3 要介護・要支援 
認定者調査 

市内の要介護・要支援認定者 
（在宅者） 1,250 544 43.5％ 

4 介護サービス 
提供事業所調査 

鴨川市の認定者がサービスを受け
ている介護サービス提供事業所 64 51 79.7％ 

5 介護支援専門員（ケ
アマネジャー）調査 市内事業所の介護支援専門員 45 39 86.7％ 

6 介護人材雇用に関す
るアンケート調査 

鴨川市の認定者がサービスを受け
ている介護サービス提供事業所 84 74 88.1％ 

※１～３は無作為抽出、４～６は全数調査。 
※１～４は郵送、５は直接配付・郵送回収、６は電子メールにより実施。 

 

 

（２）鴨川市介護保険運営協議会における審議 

鴨川市介護保険運営協議会において、医療関係者や介護サービス事業者、⼀般市⺠など
から意⾒を求め、計画案を検討しました。（今後予定） 

 

 

（３）パブリックコメントの実施 

令和６年２⽉●●⽇から３⽉●●⽇までパブリックコメントを実施しました。（予定） 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 
１ 人口構成・世帯状況の変化 

（１）人口の推移と推計 

本市の⼈⼝の推移をみると、総⼈⼝は減少傾向にあり、令和元年の 32, 803⼈と令和
５年の 30, 971⼈を⽐べると、４年間で 5.6％減少しています。 

介護保険第１号被保険者にあたる 65歳以上についてみると、令和元年から令和２年に
は増加したものの、それ以降は減少傾向にあり、⾼齢者に限っても⼈⼝減少の局⾯を迎え
ていることがわかります。⼀⽅、総⼈⼝に占める割合として⾼齢化率をみると、右肩上が
りに上昇しており、令和５年では 39.4%と４割に迫っています。 

また、第２号被保険者にあたる 40〜64歳は減少が続いており、０〜39歳についても
同じく減少が続いています。 

 

 
出典：住民基本台帳人口（各年９月 30 日時点） 
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65 歳以上の人口について、65〜74 歳（前期⾼齢者）は減少が続いており、特に近年
はいわゆる団塊の世代が 75歳以上となる時期にあることから、令和元年から令和５年の
４年間で 12.4％と大きく減少しています。一方で、75歳以上（後期高齢者）は増加が続
いており、令和５年には 7,126 人となっています。 

 

 
出典：住民基本台帳人口（各年９月 30 日時点） 

 

将来人口については、引き続き 65〜74歳（前期高齢者）の減少及び 75歳以上（後期
⾼齢者）の増加が⾒込まれますが、令和 10年には 75歳以上も減少に転じる⾒込みです。
⼀⽅、⾼齢化率は今後も上昇が続く⾒通しです。 
また、０〜39歳と 40〜64歳は引き続き減少していくことが⾒込まれ、総⼈⼝は令和
６年から令和 10年の４年間で 6.5％減少する⾒通しです。 

 

 
住民基本台帳人口（各年９月 30 日時点）を基に推計 

  

5,715 5,714 5,687
5,407

5,086

6,693 6,730 6,664
6,904

7,126

0

5,000

10,000

15,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

前期・後期別高齢者人口の推移

65～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者）

（人）

9,227 8,996 8,755 8,536 8,307

9,192 9,046 8,942 8,817 8,677

4,751
4,496

4,217
4,039

3,930

7,339
7,493

7,618
7,642

7,612

30,509
30,031

29,532
29,034

28,526

39.6% 39.9% 40.1% 40.2% 40.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和10年

将来人口の推計

０～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率

（人）



 

9 
 

（２）世帯の状況 

世帯数の推移をみると、令和２年には 14,533 世帯となっており、増加傾向が続いてい
ます。一方、高齢者を含む世帯数も増加傾向が続いていますが、平成 27年から令和２年
にかけてほぼ横ばいとなっています。これに伴い、高齢者を含む世帯の割合は、平成 27
年から令和２年にかけて下降に転じています。 

 
資料：国勢調査 

 

高齢者を含む世帯のうち、高齢夫婦世帯（ともに 65 歳以上の夫婦のみからなる世帯）
と、高齢単身世帯の数の推移をみると、どちらも増加傾向にあり、平成 17年から令和２
年にかけて⾼齢夫婦世帯は約 1.4倍に、高齢単身世帯数は約 1.6倍になっています 
また、⾼齢者を含む世帯数に占める割合をみると、令和２年には⾼齢夫婦世帯が24.0%、

高齢単身世帯が 30.8%となっており、両者とも一貫して上昇傾向にあります。高齢化を
背景に高齢者を含む世帯数が増えているだけではなく、その内訳として、単身または高齢
夫婦のみで暮らしている世帯の割合が上昇していることに留意が必要です。 

 
資料：国勢調査 
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２ 一般高齢者の状況 

（１）暮らしについて 

要⽀援・要介護認定者を除く⼀般⾼齢者の⽅に、現在の幸福度について10点を満点と
して評価していただいたところ、高得点（７点以上）の方が約半数となっているものの、
低得点（３点以下）の方も約５%と一定数存在している状況です。 

 
〈現在どの程度幸せか〉 

 

 

出典：アンケート調査（一般高齢者調査） 
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（２）健康について 

現在の健康状態については、「とてもよい」と「まあよい」を合わせた割合が 76.2%と
なっています。若年層と⽐較すると、⼀般⾼齢者では「とてもよい」の割合が10ポイン
ト以上低くなっています。 

 
〈現在の健康状態はどうか〉 

【一般高齢者】 

 

【若年層】 
 

 

 

 

 

 
資料：アンケート調査（一般高齢者調査・若年層調査） 

 

 

また、一般高齢者において、直近の 1 か月間に、どうしても物事に対して興味がわか
ない、あるいは心から楽しめない感じがよくあったかについて、「はい」の割合が 19.9%
となっており、精神的な健康上の問題も生じていることがうかがえます。 

 
〈直近の１か月間、物事に対して興味がわかない、楽しめない感じがよくあったか〉 

 

資料：アンケート調査（一般高齢者調査） 
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（３）地域での活動について 

各種の地域活動等への参加頻度について、「スポーツや体操などの運動グループなど」
「趣味関係のグループ」「収入のある仕事」は、月１回以上参加している割合が１割を超
えています。⼀⽅、「介護予防のための通いの場」「⽼⼈クラブ」については1.7%にとど
まっています。 

 

 
 

資料：アンケート調査（一般高齢者調査） 
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健康づくり活動や趣味等のグループ活動等の、住⺠有志による地域づくり活動への参
加意向については、「参加してもよい」「ぜひ参加したい」を合わせると 41.6%となって
いる一方、「参加したくない」も 40.7%となっています。 

 
〈地域住⺠による地域づくり活動（健康づくり、趣味の活動等）に参加者として参加したいか〉 

 

資料：アンケート調査（一般高齢者調査） 

 

また、地域活動に参加したくない理由については、「特に理由はない」が36.4％と最も
多く、次いで「コロナ禍のため不安がある」が 32.8％、「活動場所まで出向くのが負担」
が 23.8％となっています。 

 
〈地域活動に参加したくない理由は何か〉 

 
資料：アンケート調査（一般高齢者調査） 
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（４）老後について 

⽼後の⽣活で不安なことは、「⾃分や家族の健康に関すること」が63.0％と最も多く、
次いで「家計に関すること」が 30.9％、「家族のこと」が 27.5％となっています。 

 
〈⽼後の⽣活でどのようなことが不安か〉 

 

 
 

資料：アンケート調査（一般高齢者調査） 
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自身に介護が必要となった場合の意向について、「介護保険のサービスや保健福祉サー
ビスを活⽤しながら⾃宅で介護してほしい」が28.6％と最も多く、「家族などを中心に自
宅で介護してほしい」と合わせて、40.6%が⾃宅での介護を希望しています。⼀⽅、次
いで「わからない・何とも言えない」が 23.6％となっており、一般高齢者においてはま
だ意向が定かでない方も一定以上いらっしゃる状況です。 

 
 

〈自身の介護が必要となった場合､どのようにしたいか〉 
 

 

資料：アンケート調査（一般高齢者調査） 
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（５）今後の施策について 

鴨川市として優先すべき施策については、「運転免許返納者への外出支援」が 50.2％と
最も多く、次いで「⼀⼈暮らしや⾼齢世帯などへの地域の⾒守りなどの充実」が43.4％、
「24 時間対応の在宅医療の充実」が38.4％となっています。 
「運転免許返納者への外出⽀援」については、若年層調査でも54.9％と最も多かった
ことから、年齢層を問わず重要視されていることがうかがえます。 

 
〈市として、次に挙げる対策のうちどの対策を優先すべきか〉 

 

 
資料：アンケート調査（一般高齢者調査） 
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３ 要介護認定者・家族の状況 

（１）認定者数や認定率の推移 

認定者数は概ね横ばいで推移しており、令和５年の認定者数は 2,398 人となっていま
す。要⽀援・要介護度別にみると、要介護５では減少傾向、⽐較的軽度な要⽀援１と要⽀
援２では増加傾向にあります。 

 

資料：介護保険見える化システム（各年３月末時点）（第２号被保険者を含まない） 

 
認定率（＝認定者数／第１号被保険者数）は上昇と下降を繰り返しており、令和５年は

19.8％となっています。千葉県、全国の値は⼀貫して上昇傾向にありますが、それを本
市の値が上回っている状況が続いています。 

 

資料：介護保険見える化システム（各年３月末時点）（第２号被保険者を含まない） 
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18.9%
19.0%
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⼀⽅で、調整済み認定率についてみると、本市の値は⼀貫して千葉県や全国より低くな
っています。 
この調整済み認定率は、性・年齢構成が全国で統⼀の基準のまま推移すると仮定して算
出したものであり、異なる地域間・時点間で⽐較する際に、性・年齢構成の違いによる影
響を除いて分析するためのものです。 
介護保険制度の適切な運⽤により、介護予防や⾃⽴⽀援・重度化防⽌を⾏っていけれ

ば、後期⾼齢者の増加が進む中でも、この調整済み認定率の下降につながっていくことか
ら、各種の施策の効果をみる上で引き続き注目することが求められます。 

 
資料：介護保険見える化システム（各年３月末時点）（第２号被保険者を含まない） 

 

 

 

また、認定率を年齢区分別にみると、より⾼い年齢区分ほど認定率が⾼くなっており、
特に 80 歳以上では上昇が顕著です。これらの年代を対象とした介護予防活動とともに、
その前の段階からの継続的な健康づくり活動が重要となります。 

 

年齢区分別認定率 

 
 

資料：住民基本台帳人口（人口）、介護保険事業状況報告月報（認定者数） 

（令和４年９月末時点）（第２号被保険者を含まない） 
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調整済み認定率の推移

鴨川市 千葉県 全国

年齢区分 人口 認定者数 認定率

 65～69歳 2,306 64 2.8%

70～74歳 3,101 156 5.0%

75～79歳 2,413 273 11.3%

80～84歳 1,939 464 23.9%

85～89歳 1,433 660 46.1%

90歳以上 1,119 815 72.8%
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（２）認定者数や認定率の推計 

認定者数の推計について、微増傾向で推移する⾒込みです。認定率についても上昇が続
き、令和５年から令和 10 年にかけての４年間で 1.7 ポイント上昇すると⾒込まれます。 

 
 

介護保険事業状況報告を基に推計（第２号被保険者を含まない） 

 

（３）暮らしについて 

認定者の⽅に、⽇常⽣活全般を通しての不安の有無についてうかがったところ、不安を
「感じている」が半数以上となっています。 

 
〈⽇常⽣活全般を通して何か不安を感じているか〉 

資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 
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（４）認定やサービスについて 

認定者の方について、介護が必要になった原因としては「高齢による衰弱」が 23.7％
と最も多く、次いで「骨折・転倒」が 21.9％、「脳卒中（脳出⾎・脳梗塞等）」が 15.4％
となっています。 

 
〈介護が必要になった原因は何か〉 

 

 
 

資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 
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令和５年１⽉中（調査時の直近の１か⽉間）に、介護保険サービス（住宅改修、福祉⽤
具貸与・購⼊を除く）を利⽤したかについて、「利⽤していない」が 35.1%となっていま
す。 

 
〈介護保険サービス（住宅改修、福祉⽤具貸与・購⼊以外）を令和5年１⽉中に利⽤したか〉 

 

 
資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 

 

要介護度別にみると、要⽀援１では「利⽤していない」が「利⽤した」を上回っており、
59.5％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 

 
利⽤していない理由については、「現状では、サービスを利⽤するほどの状態ではない」

が 44.0％と最も多く、次いで「本⼈にサービス利⽤の希望がない」が13.6％となってい
る⼀⽅、「サービスを受けたいが⼿続きや利⽤⽅法が分からない」「利⽤したいサービスが
利⽤できない、⾝近にない」という⽅も⼀定数存在しています（次ページのグラフ参照）。 

 
要介護度等の状況・ニーズに応じた適切なサービス提供体制が整備されているか検討

するとともに、適正な認定プロセスとなっているか等の視点からも捉える必要のある結
果となっています。 
  



 

22 

 

〈介護保険サービスを直近の１か⽉間に利⽤していない理由は何か〉 
 

 
資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 

 
 
直近１年間でコロナ禍により介護保険サービス利⽤を控えたかについては、「だいぶ控
えた（５割以上程度）」が 4.4％であり、「少しは控えた（１〜４割程度）」と合計すると、
控えたという方が 16.7％となっています。 
いわゆるサービスの「利⽤控え」も発⽣していることを踏まえ、今後の需要を適切に⾒

込んでいくことが求められます。 
 

〈直近 1 年間で、コロナ禍により介護保険サービスの利⽤を控えたか〉 

資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 
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（５）家族の介護について 
認定者のうち、家族・親族の介護を受けている方について、主に介護を担っているのは

「子」が 52.9％と最も多く、次いで「配偶者」が 25.8％、「子の配偶者」が 9.5％とな
っています。 

〈主な介護者の方は誰か〉 

 
資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 

 

家庭で主に介護をしている⽅の年代は、70代以上が合わせて 34.6%となっており、い
わゆる⽼⽼介護の状況も多く⽣じていることがうかがえます。 

 
〈主な介護者の⽅の年齢〉 

 
資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 
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主な介護者の方の勤務形態については、「働いていない」が 40.0％と最も多く、次いで
「フルタイムで働いている」が 26.4％、「パートタイムで働いている」が 19.7％となっ
ています。 

〈主な介護者の方の勤務形態〉 

 

資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 

 

フルタイムまたはパートタイムで働いている介護者の方に関し、今後も働きながら介
護を続けていけそうかについて、「問題はあるが、何とか続けていける」が 50.7％と半数
を超えており、「問題なく、続けていける」と合わせて、75.7%の方が働きながらの介護
を続けていけると答えています。 

一方、「続けていくのは、やや難しい」「続けていくのは、かなり難しい」という回答は、
合計で 18.4％となっており、２割近くの方が難しさを感じています。 

 
〈今後も働きながら介護を続けていけそうか〉 

 

 

 
資料：アンケート調査（要介護・要支援認定者調査） 
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４ サービス提供者・ケアマネジャーの状況 

（１）サービス提供事業所の状況 

サービス提供事業所が感じる、円滑な事業運営を進めていく上での問題点については、
「従事者の確保が難しい」が 70.6％と突出して多く、次いで「事務作業が多い」「介護報
酬が安い」がいずれも４割を超えています。 

 
〈円滑な事業運営を進めていく上での問題点〉 

 

 
 

資料：アンケート調査（介護サービス提供事業所調査） 
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利⽤者の家族にヤングケアラー（18歳未満）がいるケースの有無に関しては、「そのケ
ースがあり、対応の難しさを感じる」と「あるが、対応に難しさは感じない」がいずれも
3.9％となっており、合計で 7.8％が、ヤングケアラーのいるケースがあると回答してい
ます。 

〈利⽤者の家族にヤングケアラー（18歳未満）がいるケースはあるか〉 
 

 
資料：アンケート調査（介護サービス提供事業所調査） 

 

 

 

市や住⺠等との今後の関係については、「市や関係機関との積極的な情報交換の場を充
実させたい」が 54.9％で最も多く、次いで「地域の福祉ボランティアとの協⼒を強化し
たい」が 43.1％、「学校、認定こども園等との交流を活発化したい」が 39.2％となって
います。 

〈今後、市や住⺠等とどのような関係をつくっていきたいか〉 

資料：アンケート調査（介護サービス提供事業所調査） 
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（２）ケアマネジャーの状況について 

ケアマネジャーについて、円滑な事業運営を進めていく上での問題点としては、「ケア
プラン作成の事務量が多い」「介護報酬に結びつかない業務が多い」が多く、ともに5割
を超えています。 

〈円滑な事業運営を進めていく上での問題点〉 

 

資料：アンケート調査（ケアマネジャー調査） 

 

地域ケア会議への参加経験と意向については、「参加しており、今後も参加したい」が
69.2%となっています。 

〈地域ケア会議に参加したことがあるか、また今後参加したいか〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：アンケート調査（ケアマネジャー調査） 
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第３章 計画の基本的な考え方 
１ 計画の基本理念 

    

一人ひとりがいきいきとした健康福祉のまち 

～輝く「元気」のまち～ 

 

「第 2次鴨川市総合計画」（平成 28年度〜令和７年度）では、本市が目指す新たな将
来都市像を『活⼒あふれる健やか交流のまち鴨川 〜みんなが集い 守り育む 安らぎ
のふるさと〜』とし、健康福祉分野においては、『⼀⼈ひとりがいきいきとした健康福祉
のまち』を基本方針としています。 

これらの基本方針に基づき、市の健康福祉を総合的に推進する基本計画である「鴨川市
健康福祉推進計画」では、「みんなで取り組もう 一人ひとりが輝く『元気』のまち 鴨
川」を目標像としています。 

本計画は、高齢者福祉及び介護保険事業に関する取り組みの方針等を定めるものであ
り、介護予防や健康づくりの考え方が重要です。一方、介護予防や健康づくりは高齢期に
⼊った⽅のみを対象として考えるのではなく、その前の段階からの接続を意識すること
が求められ、関連計画との整合を図る必要があります。 
そこで、本計画においては、「第 2次鴨川市総合計画」の基本方針及び「鴨川市健康福
祉推進計画」の目標像を踏まえ、「⼀⼈ひとりがいきいきとした健康福祉のまち〜輝く「元
気」のまち〜」を基本理念として、健康づくりと介護予防の連携等を図り、⾼齢者が元気
で健康に住み慣れた地域で⽣活でき、安⼼して必要なサービスを利⽤できるような体制
の充実と強化を図ります。 

２ 計画の基本目標 

基本目標１ いつも元気・健康でいられるまち 
基本目標２ ふれあい、ささえあいのある生活しやすいまち 
基本目標３ いつまでも安心して暮らせるまち   
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３ 日常生活圏域の設定 

⽇常⽣活圏域については、第５期以降の計画において、東条地区を天津⼩湊地区と合わ
せて日常生活圏域を設定しています。 

なお、この⽇常⽣活圏域の設定は、本計画における圏域設定であり、現在の⾏政区域を
変更するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大山 

吉尾 

 

主基 

 

曽呂 

 

江見 

 

太海 

 

西条 

 

田原 

 
鴨川 

 

東条 

天津 

 

小湊 

 

長狭地区 

鴨川地区 天津小湊地区 

長狭地区（大山、吉尾、主基） 

世帯数 1,999 世帯 

人口 4,032 人 

高齢者 1,937 人（48.0％） 

認定者 432 人（22.3％） 

江見地区（江見、曽呂、太海） 

世帯数 2,258 世帯 

人口 4,302 人 

高齢者 2,106 人（49.0％） 

認定者 393 人（18.7％） 

東条・天津小湊地区（東条、天津、小湊） 

世帯数 6,473 世帯 

人口 11,950 人 

高齢者 4,345 人（36.4％） 

認定者 853 人（19.6％） 

鴨川地区（鴨川、田原、西条） 

世帯数 5,403 世帯 

人口 10,780 人 

高齢者 3,854 人（35.8％） 

認定者 762 人（19.8％） 

鴨川市福祉総合 

相談センター 

江見地区 

鴨川市福祉総合相談センター・天津小湊 

※令和５年４月１日現在 

鴨川市福祉総合相談センター・江見 

鴨川市福祉総合相談 

センター・長狭 
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４ 重点目標 

第９期計画では、特に下記の点について重点的に取り組みます。 

 
●全圏域での福祉総合相談体制の充実 

地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの強化として、身近な地域の中で
気軽に相談ができるよう、各圏域の福祉総合相談センターが関係機関と連携を図りなが
ら、包括的な相談⽀援を⾏います。 

 

●介護予防・生活支援の充実 

地域全体で高齢者をささえる体制づくりに向け、ボランティア団体など地域の主体と
協働しながら、地域の実情を踏まえて介護予防・生活支援のサービスの充実を図ります。 

 

●高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

医療保険制度における保健事業と、介護保険制度における介護予防事業とを連携させ
る体制の構築を図り、データ分析や専門職の適切な関与等を通して、⾼齢者が抱える健康
課題の把握、フレイル予防や生活習慣病の重症化予防に努めます。 

 
●外出しやすい環境の整備 

免許返納者など外出が困難な高齢者が外出しやすいよう、公共交通の部署と連携し、既
存の公共交通の再編や⾒直し、新たな公共交通システムの導⼊の検討などを引き続き⾏
います。 

 

●認知症対策の推進 

身近な地域でのささえとなる認知症サポーターの養成・活躍の場の創出や、認知症高齢
者⾒守りシールによる⾒守り体制の構築など、地域で⾒守り⽀えていける体制整備を図
ります。また、認知症疾患医療センターや認知症初期集中⽀援チームと地域の連携・ネッ
トワークづくり等、認知症対策を総合的に推進します。 

 

  

●、●ページ等参照 

●ページ参照 

●、●ページ等参照 

●ページ参照 

●、●ページ等参照 
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●介護人材の確保・定着促進 

必要な介護を地域で受けられる体制の整備に向け、各種研修などの育成支援、雇用促
進、外国人介護人材の受け入れ支援などを通して、介護人材の確保及び定着促進を図りま
す。また、介護者の負担軽減にもつながる ICT 機器の導入について、今後も支援してい
きます。 

 

●災害・感染症対策の推進 

災害への備えとして、避難⾏動の際に⽀援を要する⽅の情報の把握・共有や、消防団等
地域の主体との連携・協働により、避難支援体制の整備を推進します。また、サービス事
業所において、災害や感染症の発生時にも業務実施計画に基づいて安定して介護サービ
スを提供できるよう、防災訓練や物資の備蓄の促進を図ります。 

 

●地域主体との協働の推進 

⾒守りが必要な⾼齢者の増加が⾒込まれる中、気がかりな⾼齢者などの情報が円滑に
共有されるよう、市⺠や事業者など地域の主体との連携や、重層的な支援に向けたネット
ワークづくりを推進します。また、高齢者をはじめとした地域住⺠が地域活動などの担い
手として活躍できる場の体制整備を図ります。 

  

●ページ参照 

●、●ページ参照 

●、●ページ参照 
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５ 施策体系 ※今後の各論の検討に合わせ、必要に応じて変更 
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基本目標 基本施策 施策の方向 

１ 
いつも元気・健康
でいられるまち 

社会参加と生きがいづくり

の促進 

交流活動の促進 

就労対策の推進 

健康づくりの推進 健康づくりの推進 

介護予防の推進 一般介護予防事業の充実 

２ 
ふれあい、ささえ
あいのある生活し
やすいまち 

地域ささえあい体制づくり 

福祉意識の形成 

ささえあいによる生活支援の充実 

認知症施策の推進 

虐待防止・権利擁護の推進 

地域ささえあい拠点の充実 

安全で快適な生活の確保 

移動・交通対策の充実 

防災・防犯対策等の充実 

人にやさしいまちづくりの推進 

医療・介護・保健・福祉の

連携 

地域包括支援センターの機能強化 

医療・介護連携の体制づくり 

介護・保健・福祉の拠点の充実 

３ 
いつまでも安心し
て暮らせるまち 

高齢者福祉サービスの 

充実 

在宅福祉サービスの充実 

家族介護支援の充実 

施設福祉サービスの充実 

介護保険サービスの充実 

介護予防・居宅介護サービスの充実 

地域密着型サービスの充実 

施設介護サービスの充実 

介護保険料の設定 

介護保険制度の円滑な運営 

介護給付の適正化の推進 
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【地域支援事業について】 

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要支
援・要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において⾃⽴した⽇常⽣活を
送ることができるよう支援することを目的として、平成 18 年度に創設された事業です。 
創設以降、様々なメニューが充実されるなど、多様化が図られ、重要性が増しているも
のであり、本計画期間において、事業の量を適切に⾒込んだ上で実施していくことが求め
られます。 

本計画の施策体系の中では分散されているため、全体像をここに示します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

○介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・生活支援サービス（配食等） 

・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

 

○一般介護予防事業 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 

・総合相談支援業務 

・権利擁護業務 

・ケアマネジメント支援 

・地域ケア会議の充実 

 

○在宅医療・介護連携の推進 

○認知症施策の推進 

○生活支援サービスの体制整備 

任意事業 

○地域自立支援事業 

○介護給付費適正化事業 

 

第２章 １（２）ささえあいによる生活支援の充実 

第１章 ３（１）一般介護予防事業の充実 

第２章 １（２）ささえあいによる生活支援の充実 

第２章 １（３）認知症施策の推進 

第２章 １（４）虐待防止・権利擁護の推進 

第２章 １（５）地域ささえあい拠点の充実 

第２章 ３（１）地域包括支援センターの機能強化 

第２章 ３（２）医療・介護連携の体制づくり 

各論での主な位置づけ 

第３章 １（１）在宅福祉サービスの充実 

第３章 ２（６）介護給付の適正化の推進 



家族介護継続支援事業（介護用品支給事業）の見直しについて

１ 事業概要

（１）目的・事業内容

在宅で高齢者等を介護している家族に対し、介護用品を支給することにより経済的負担

の軽減を図り、在宅介護が継続できるようにすることを目的とする。

（２）利用者数

令和５年度の利用者数（見込み）30 人

２ 見直し案 令和６年４月１日から

（１）目的・事業内容

変更なし

※ 参考 介護保険法 （保健福祉事業）第 115 条の 49

市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が

要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに

介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのた

めの費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

３ その他

○ 地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて

（平成 27 年２月 18 日付厚生労働省老健局振興課事務連絡）

・「原則、平成 27 年度以降の地域支援事業（任意事業）の対象事業から除外」

○ 任意事業における介護用品の支給に係る事業の取扱について

（令和２年 11 月９日付厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課課事務連絡）

ア 対 象 者 要介護４または５の高齢者を在宅で介護している家族、または本人

（世帯全員が市民税非課税に限る）

イ 支給額等 年間上限 20,000 円、年４回(６・９・12・３月)に分けて現物支給

ウ 介護用品 紙おむつ、尿取りパッド

エ 予 算 介護保険特別会計 地域支援事業（任意事業）

・令和 5年度予算額 490 千円

・財源内訳

国 38.5％、県 19.25％、市 19.25％、第１号被保険者保険料 23％

ア 対 象 者 変更なし

イ 支給額等 変更なし

ウ 介護用品 変更なし

エ 予 算 介護保険特別会計 保健福祉事業

・財源内訳

第１号被保険者保険料 100％

○ 令和４年度 市の庁内事業レビュー⇒低所得者への配慮、介護度の重度者・介護者の支援

引き続き介護保険特別会計で継続実施

資料３-２

令和５年 11 月１日

介護保険運営協議会
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介護保険料（令和６年度～令和８年度）の設定について



（４）介護保険料（令和６年度～令和８年度）の設定について

【保険給付費等の費用負担割合】

鴨川市の第９期介護保険料基準額を定めます。
（第８期介護保険料基準額は、年額72,000円・月額6,000円）

1

1 介護保険料設定について

 介護保険法では、介護サービス費のうち、利用者負担を除いた費用の総額を、公費
（国・県・市）と、被保険者（第１号・第２号）の保険料で半分ずつ負担するように
定められています。 
 市では、３年に一期とする介護保険事業計画で、第９期（令和６年度～令和８年
度）に必要となる給付費を推計し、条例により第９期の介護保険料を設定します。

国 県 市
第1号
被保険者

第2号
被保険者

50% 50%

25% 12.5% 12.5% 23% 27%

2 将来推計の概要

 国より提供された、地域包括ケア「見える化」システムを活用し、令和３年度から
令和５年度の「介護保険事業状況報告」に基づき、第９期介護保険事業計画における
介護サービス見込み量および保険料基準額の推計を行います。

資料４



① 総人口、被保険者数の実績、推計値を確認

② 要介護・要支援認定者数の施策反映

③ 施設・居住系サービス利用者数の施策反映

④ 在宅サービス利用者数の施策反映

⑤ 地域支援事業の見込み量を推計

⑥ 保険料額の算定

2

3 将来推計の流れ

 鴨川市の総人口や、第1号被保険者（65歳以上）・第2号被保険者（40から64
歳）について、令和６年度から令和８年度の推計を行う。

 被保険者数に対する要介護・要支援認定者数（認定率）の動向等を勘案して将来
の認定率を見込み、令和６年度から令和８年度の要介護・要支援認定者数を推計す
る。

 介護保険３施設、地域密着型施設サービス、居住系サービスを合わせた令和６年
度から令和８年度の施設・居住系サービスの利用者数を推計する。（施設整備動向
も踏まえる）

 地域密着型サービスの整備計画や、これまでの給付実績を分析・評価して、見込
み量を推計する。

 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業について、利用
者数や事業費を推計する。

令和６年度～令和８年度における必要な給付費と被保険者数を見込んで、第１号被
保険者の保険料を設定する。



円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

3

4 介護保険料の推移

鴨川市
旧鴨川市 旧天津小湊町

第1期 平成１２～１４年度 2,911 2,759 2,400

3,034 3,100

（17年度）3,034円

第3期 平成１８～２０年度 4,090 3,034

第4期 平成２１～２３年度 4,160 4,255

第5期 平成２４～２６年度 4,972 4,998

第6期 平成２７～２９年度 5,515 5,895

第7期 平成３０～令和２年度 5,869 6,000

第8期 令和３～５年度 6,014 6,000

第9期 令和６～８年度

期 間 全国平均

第２期 平成１５～１７年度 3,293 円



5
出力日： 2023/10/16

鴨川市

12223

（１）推計値サマリ

１．被保険者数（年度別）
単位：人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 伸び率①
※１

令和12年度 伸び率①
※２

令和17年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

令和27年度 伸び率①
※２

令和32年度 伸び率①
※２

総数 21,950 21,779 21,524 21,282 21,035 20,777 97.7% 19,584 91.0% 17,956 83.4% 16,326 75.9% 14,746 68.5% 13,321 61.9%
第1号被保険者数 12,351 12,311 12,212 12,090 11,989 11,835 98.0% 11,200 91.7% 10,585 86.7% 9,997 81.9% 9,197 75.3% 8,309 68.0%
第2号被保険者数 9,599 9,468 9,312 9,192 9,046 8,942 97.3% 8,384 90.0% 7,371 79.2% 6,329 68.0% 5,549 59.6% 5,012 53.8%

※１：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※２：令和12（17,22,27,30）年度の値/令和5年度の値*100

２．要介護（支援）認定者数
単位：人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 伸び率①
※１

令和12年度 伸び率①
※２

令和17年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

令和27年度 伸び率①
※２

令和32年度 伸び率①
※２

総数 2,474 2,474 2,468 2,444 2,474 2,475 99.9% 2,538 102.8% 2,581 104.6% 2,454 99.4% 2,137 86.6% 1,889 76.5%
要支援1 214 224 210 214 218 220 103.5% 228 108.6% 226 107.6% 203 96.7% 176 83.8% 162 77.1%
要支援2 349 360 340 356 360 359 105.4% 373 109.7% 375 110.3% 341 100.3% 296 87.1% 269 79.1%
要介護1 491 460 462 462 468 468 100.9% 475 102.8% 480 103.9% 450 97.4% 393 85.1% 352 76.2%
要介護2 474 505 496 500 507 507 101.7% 520 104.8% 535 107.9% 514 103.6% 447 90.1% 391 78.8%
要介護3 375 386 399 385 392 393 97.7% 401 100.5% 415 104.0% 403 101.0% 350 87.7% 304 76.2%
要介護4 364 351 368 343 344 344 93.4% 353 95.9% 359 97.6% 355 96.5% 313 85.1% 270 73.4%
要介護5 207 188 193 184 185 184 95.5% 188 97.4% 191 99.0% 188 97.4% 162 83.9% 141 73.1%

うち第1号被保険者数 2,437 2,432 2,423 2,399 2,429 2,430 99.8% 2,495 103.0% 2,545 105.0% 2,423 100.0% 2,111 87.1% 1,864 76.9%
要支援1 212 221 209 213 217 219 103.5% 227 108.6% 225 107.7% 202 96.7% 175 83.7% 161 77.0%
要支援2 344 354 335 350 354 353 105.2% 367 109.6% 370 110.4% 337 100.6% 293 87.5% 266 79.4%
要介護1 487 455 452 454 460 460 101.3% 468 103.5% 473 104.6% 444 98.2% 388 85.8% 347 76.8%
要介護2 466 496 488 492 499 499 101.8% 512 104.9% 529 108.4% 508 104.1% 443 90.8% 387 79.3%
要介護3 368 382 393 380 387 388 98.0% 396 100.8% 411 104.6% 400 101.8% 347 88.3% 301 76.6%
要介護4 357 343 359 333 334 334 92.9% 344 95.8% 351 97.8% 349 97.2% 307 85.5% 265 73.8%
要介護5 203 181 187 177 178 177 94.8% 181 96.8% 186 99.5% 183 97.9% 158 84.5% 137 73.3%

※１：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※２：令和12（17,22,27,30）年度の値/令和5年度の値*100

３．介護予防サービス見込量
単位：千円

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 伸び率①
※１

令和12年度 伸び率①
※２

令和17年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

令和27年度 伸び率①
※２

令和32年度 伸び率①
※２

（１）在宅サービス 94,613 92,751 100,777 104,740 105,866 105,923 104.7% 109,898 109.1% 110,408 109.6% 99,995 99.2% 87,714 87.0% 78,979 78.4%
（２）居住系サービス 5,909 5,125 5,533 5,533 5,533 5,533 100.0% 5,533 100.0% 5,533 100.0% 5,533 100.0% 4,475 80.9% 4,475 80.9%

合計 100,522 97,875 106,310 110,273 111,399 111,456 104.5% 115,431 108.6% 115,941 109.1% 105,528 99.3% 92,189 86.7% 83,454 78.5%
※１：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※２：令和12（17,22,27,30）年度の値/令和5年度の値*100

第9期介護保険事業（支援）計画策定に向けたワークシート
【総括表】

保険者名

保険者番号

推計パターン名 第１回介護保険運営協議会資料
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４．介護サービス見込量
単位：千円

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 伸び率①
※１

令和12年度 伸び率①
※２

令和17年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

令和27年度 伸び率①
※２

令和32年度 伸び率①
※２

（１）在宅サービス 1,680,822 1,659,315 1,671,283 1,740,431 1,761,730 1,760,435 105.0% 1,836,425 109.9% 1,877,852 112.4% 1,815,200 108.6% 1,575,454 94.3% 1,391,974 83.3%
（２）居住系サービス 322,336 315,976 337,997 344,872 407,232 407,232 114.3% 412,455 122.0% 424,023 125.5% 415,973 123.1% 368,358 109.0% 323,478 95.7%
（３）施設サービス 1,691,496 1,641,895 1,668,345 1,701,641 1,701,641 1,701,641 102.0% 1,673,845 100.3% 1,705,821 102.2% 1,680,043 100.7% 1,514,323 90.8% 1,344,894 80.6%

合計 3,694,654 3,617,185 3,677,625 3,786,944 3,870,603 3,869,308 104.5% 3,922,725 106.7% 4,007,696 109.0% 3,911,216 106.4% 3,458,135 94.0% 3,060,346 83.2%
※１：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※２：令和12（17,22,27,30）年度の値/令和5年度の値*100

５．総給付費　（３．＋４．）
単位：千円

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 伸び率①
※１

令和12年度 伸び率①
※２

令和17年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

令和27年度 伸び率①
※２

令和32年度 伸び率①
※２

総給付費 3,795,176 3,715,061 3,783,935 3,897,217 3,982,002 3,980,764 104.5% 4,038,156 106.7% 4,123,637 109.0% 4,016,744 106.2% 3,550,324 93.8% 3,143,800 83.1%

※給付費は年間累計の金額 ※１：第9期平均値/令和5年度の値*100 ※２：令和12（17,22,27,30）年度の値/令和5年度の値*100

補足．在宅サービス・施設サービスのバランス（第1号被保険者1人あたりの給付月額）
単位：千円

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

在宅サービス 144 142 145 153 156 158 
施設サービス 137 133 137 141 142 144 

※左記グラフでは、在宅サービスおよび施設サービスの第1号被
保険者1人あたりの給付月額のバランスについて、令和3年度～
令和8年度の時系列推移を確認できます。
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６．受給率

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

在宅サービス受給率 10.55% 10.57% 10.87% 11.27% 11.54% 11.69%
施設・居住系サービス受給率 5.10% 4.97% 5.07% 5.15% 5.36% 5.43%

　　　　　　　　　　　　　　　　　（補足）　在宅サービス受給率＝在宅サービス利用者数÷第1号被保険者数
　　　　　　　　　　　　                   　施設・居住系サービス受給率＝施設・居住系サービス利用者数÷第1号被保険者数

７．介護保険料基準額（月額）
単位：円

第8期 第9期 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和32年度

保険料基準額（月額） 6,000 6,722 7,365 8,059 8,576 8,903 9,628 

保険料基準額の伸び率（％） （※当該保険料基準額/第8期保険料*100） 112.0% 122.7% 134.3% 142.9% 148.4% 160.4%

８．介護保険料基準額（月額）の内訳
単位：円

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

総給付費 5,721 90.1% 6,055 90.1% 6,775 92.0% 7,406 91.9% 7,893 92.0% 8,228 92.4% 8,940 92.9%
在宅サービス 2,640 41.6% 2,848 42.4% 3,265 44.3% 3,571 44.3% 3,763 43.9% 3,855 43.3% 4,183 43.4%
居住系サービス 475 7.5% 600 8.9% 701 9.5% 771 9.6% 828 9.7% 864 9.7% 933 9.7%
施設サービス 2,606 41.0% 2,606 38.8% 2,808 38.1% 3,063 38.0% 3,301 38.5% 3,510 39.4% 3,824 39.7%

その他給付費 388 6.1% 440 6.6% 506 6.9% 567 7.0% 594 6.9% 584 6.6% 592 6.2%
地域支援事業費 242 3.8% 226 3.4% 84 1.1% 86 1.1% 88 1.0% 92 1.0% 96 1.0%
財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
市町村特別給付費等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
保険料収納必要額（月額） 6,351 100.0% 6,722 100.0% 7,365 100.0% 8,059 100.0% 8,576 100.0% 8,903 100.0% 9,628 100.0%
準備基金取崩額 350 5.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
保険料基準額（月額） 6,000 94.5% 6,722 100.0% 7,365 100.0% 8,059 100.0% 8,576 100.0% 8,903 100.0% 9,628 100.0%

第8期 第9期 令和12年度 令和17年度 令和22年度 令和27年度 令和32年度

※左記グラフでは、在宅サービスおよび施設・居住系サービス受
給率のバランスについて、令和3年度～令和8年度の時系列推移
を確認できます。
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